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用語解説 

用語 説明 

あ 行 

ＩＣＴ 

（アイシーティー） 

Information and Communication Technology の略。 

パソコンやインターネット等を用いた情報通信技術。ＩＴとほぼ同様の意

味だが、ネットワークを利用したコミュニケーションの重大性が増大して

いるため、Communication という言葉を入れたＩＣＴが用いられている。 

アセスメント 介護や障がいのサービス提供や生活困窮者等への支援に当たり、その人の

身体状況、精神状況や生活環境、背景や要因を含め、ケアプラン等の作成

や、今後の支援に必要な見通しをたてるために、事前に把握、評価、分析

を行うこと。 

一般介護予防 要支援者等も参加できる市民運営の通いの場の充実等、全ての高齢者が介

護予防に取組みやすい環境づくりを進めるための事業。介護予防把握事

業、介護予防普及啓発事業等。 

ＡＣＰ 

（エーシーピー） 

Advance Care Planning の略。将来の変化に備え、将来の医療及びケアに

ついて、本人を主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰

り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する取り組みのこと。 

ＮＰＯ 

（エヌピーオー） 

Non-Profit Organization の略。民間の非営利組織で、ボランティア団体

等の市民活動団体や公益を目的とした公益法人、社会福祉法人、医療法

人、福祉公社等の営利を目的としない団体。 

ＭＣＩ 

（エムシーアイ） 

Mild Cognitive Impairment の略。軽度認知障がいの意味。 

認知機能（記憶、決定、理由づけ、実行など）のうち、ひとつの機能に問

題が生じてはいるが、日常生活には支障がない状態。認知症の前段階と考

えられ、適切な支援を要する。 

オストメイト がんや事故による臓器の機能障がいにより、人口的に腹部に人工肛門や人

工膀胱を増設した人。 

か 行 

介護医療院 今後、増加が見込まれる慢性的な医療的・介護ニーズへの対応のため、

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナ

ル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たに創設さ

れた介護保険施設。 

介護給付 要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わ

る費用の支給のこと。５段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪

問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サービスや、介護保険施設を

利用した施設サービス、市町村が行う地域密着型サービスなどがある。 

https://info.ninchisho.net/mci/k80
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介護保険サービス 介護保険制度では、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、

施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護

予防支援をいう。 

介護支援専門員 「ケアマネジャー」参照。 

介護者 要支援・要介護認定者を介護する人。 

介護サービス相談員 介護サービスの提供の場を訪ね、サービス利用者等の話を聞き、相談に応

じる等の活動を行う人。サービス事業所等への介護相談員派遣等事業を行

う市町村に登録されている。利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとと

もに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質的な向上を図り、苦

情に至る事態を未然に防止する。 

介護保険施設 介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた、介護保険サービスが

利用可能な施設。介護保険施設には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）、介護老人保健施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設、介護

医療院がある。 

介護予防 高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減もしくは

悪化の防止を目的として行うもの。 

介護予防サポーター

養成講座 

高齢者の介護予防を支援する市民を養成することで、地域における介護予

防の推進を図り、市民自身の介護予防にも繋げることを目的とした講座。 

介護予防支援 要支援１・２の認定者が、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、

ケアプラン（介護予防サービス計画）の作成、サービス事業所等との連絡

調整などを行う。 

介護予防・生活支援

サービス事業 

市町村が主体となって実施する地域支援事業のひとつ。要支援者等に対

し、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等を提

供する。 

介護予防・日常生活

支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意向を踏まえ、介護予防、生活支援（配

食・見守り等）、権利擁護、社会参加も含めて総合的で多様なサービスを

提供する事業。 

全国一律の基準で提供される介護予防サービス等と違い、要支援認定の有

無に捉われず、多様な担い手による新しいサービスを提供が可能となって

いる。 

介護療養型医療施設 慢性疾患を有し、長期の療養が必要な要介護認定者のために、介護職員が

手厚く配置された医療機関（施設）。病状は安定していても自宅での療養

生活は難しいという人が入所して、必要な医療サービス、日常生活におけ

る介護、リハビリテーションなどを受けることができる。令和５年度末に

廃止。 
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介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい要介護

認定者のための施設。入所により、食事・入浴・排せつなどの介護、機能

訓練、健康管理、療養上の支援などが受けられる。介護保険法では介護老

人福祉施設、老人福祉法では特別養護老人ホームと呼ばれている。 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭へ

の復帰を目指す施設。利用者の状態に合わせたケアプラン（施設サービス

計画）に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食

事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることがで

きる。 

看護小規模多機能型

居宅介護 

地域密着型サービスのひとつで、「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看

護」を組み合わせたサービス。家庭的な環境のもとに行う、通い・訪問・

宿泊のサービスを提供する。※旧名称「複合型サービス」。 

機能訓練 疾病や負傷等により心身の機能が低下している人に対し、その維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練のこと。訓練の内容と

しては、歩行、起き上がり等の基本動作の訓練、レクリエーション等（社

会的機能訓練）がある。 

キャラバン・メイト 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講

師役を務める人。キャラバン・メイトになるためには所定のキャラバン・

メイト研修を受講し登録する必要がある。 

居宅介護支援 居宅サービス等を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等を定め

たケアプラン（居宅サービス計画）を作成するとともに、サービス事業者

等と連絡調整その他の便宜を図る。介護保険施設へ入所する場合は施設へ

の紹介等を行う。 

居宅介護支援事業所 ケアマネジャー（介護支援専門員）が常駐し、要介護者や家族の依頼を受

けて、要介護者の心身の状況、環境、希望等を考慮してケアプラン（居宅

サービス計画）の作成やその他の介護に関する相談を行う。 

居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が在宅で介護を受ける人の家庭を

訪問し、薬の服用についてのアドバイスや栄養面での指導、歯の衛生管理

のために歯みがき指導や入れ歯の洗浄など、日常の健康管理チェックを行

うこと。 

kintone（キントー

ン） 

医療・介護・福祉等の情報共有や意見交換等のために、本市が導入したシ

ステム。多職種が閲覧できるシステム作りを行うことにより、リアルタイ

ムの情報共有を実現し、スピーディーな対応に繋げている。 

ケアハウス 「軽費老人ホーム」参照。 

ケアプラン 要介護認定者等が介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生

活環境等を勘案し、サービスの種類・内容・担当者等を定めた計画。 
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ケアマネジメント 要支援・要介護認定者等に対し、個々のニーズや状態に則して保健・医

療・福祉にわたる介護サービスが総合的、一体的、効率的に提供されるサ

ービス体系を確立するための機能をいう。介護保険制度で位置づけられて

いる機能。 

ケアマネジャー ケアマネジメントの機能を担うために厚生労働省令で定められた専門家の

ことで、要支援・要介護認定者本人やその家族の希望を聞きながら、どの

ような介護が必要かを検討し給付限度額を目安に、ケアプランを作成す

る。サービスの利用について介護サービス事業者との調整を行い、また、

ケアプランの継続的な管理や評価を行う。 

軽費老人ホーム 高齢者が低額な料金で入所し、日常生活を送ることを目的とする施設。 

Ａ型、Ｂ型、ケアハウスの３種類がある。原則として 60 歳以上の人が対

象。Ａ型は、高齢等のため独立して生活するには不安のある人であって家

族による援助が困難な方。Ｂ型はＡ型の要件に加えて自炊が可能な人。ケ

アハウスは、身体機能の低下により自立した日常生活を営むことに不安が

ある人で家族の援助を受けることが困難な方。 

健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。現

在では、単に寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大

きな課題となっている。 

権利擁護 認知症高齢者や知的障がい者等で判断能力が十分でない人に対して、福祉

サービスの利用援助や金銭管理等の援助などを行うこと。 

後期高齢者 75 歳以上の高齢者。 

交通弱者 ①移動制約を受ける人。例えば、自家用車を持てない（持たない）、高齢

者や障がい者、子ども等。②交通事故の被害者になりやすい人。自動車や

バイクに対し、歩行者である子どもや高齢者等。 

コーホート 同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のこと。人口推計に用いる

方法に「コーホート要因法」や「コーホート変化率法」がある。 

高齢化率 高齢者の人口比率。65 歳以上の人口を総人口で除した比率のこと。 

高齢者虐待 高齢者の心身に傷を負わせる人権侵害の行為を意味する。殴る蹴るなどの

身体的虐待、ののしる、無視するなどの心理的虐待、食事を与えないなど

の介護や世話の放棄・放任、財産を勝手に使うなどの経済的虐待、性的虐

待がある。 

さ 行 

サービス付き高齢者

向け住宅 

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して生活を支援するサービ

スを提供する高齢者向けの民間賃貸住宅。 

社会福祉協議会 社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な

事項を定めている社会福祉法に規定されている。地域福祉事業推進の中心

的役割を担っている。 
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社会福祉士 社会福祉士国家試験に合格し、厚生労働省から認可を受けた専門職。日常

生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その

他の援助を担う。 

若年性認知症 18 歳から 64 歳までに発症した認知症の総称。アルツハイマー病、脳血管

障がい、頭部外傷など原因が様々である。10 万人当たり 40 人程度の発症

率で、患者数は全国に数万人と推定される。 

なお、発症原因が外傷性疾患及び内分泌疾患等の場合は 65 歳になるまで介

護保険は適用されない。 

住宅改修 手すり取り付け、段差解消、滑り止め、和式便器から洋式便器への取り換

え等住宅改修を行った場合に改修費の一部を支給。 

小規模多機能型居宅

介護 

利用者の自宅で、又は利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊した

りして、提供される食事・入浴・排せつなどの介護、その他の日常生活を

送る上で必要となる支援や機能訓練をいう。 

シルバー人材センタ

ー 

高齢者に対して、生きがいづくりや技能の活用等を目的に、地域社会での

臨時的・短期的な仕事を提供するために設立された団体。 

生活習慣病 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に

関与する疾患群。 

成年後見制度 認知症等のために判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、

成年後見人等が財産管理等を行い、本人を保護・支援する制度。 

前期高齢者 65 歳以上 75 歳未満の高齢者。 

た 行 

第１号被保険者 介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 65

歳以上の市民。 

第２号被保険者 介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 40

歳以上 65 歳未満の市民。 

団塊の世代 戦後の第一次ベビーブーム期（昭和 22 年から昭和 24 年頃）に生まれ、日

本の高度成長期とともに育った世代とされる。令和７年（2025 年）には、

全ての団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となり、他の世代と比較してそ

の人口規模が大きいことから、年金や保険、医療費など様々な分野に影響

が出るものと考えられている。 

短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム等の施設で短期間、生活してもらい、その施設で行わ

れる、食事・入浴・排せつなどの介護、その他の日常生活を送る上で必要

となるサービス及び機能訓練。 

短期入所療養介護 

（ショートケア） 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設で短期入所し、介護予防を目的と

して、看護、医学的管理のもとに介護、機能訓練その他必要な医療、日常

生活上の支援を行う。 
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地域共生社会 制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつな

がることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創ってい

く社会。 

地域ケア会議 医療、介護、福祉等の多職種が協働して、高齢者個人に対する支援の充実

や高齢者に対する支援とそれを支える社会基盤の整備を同時に進めるため

の会議。 

地域支援事業 介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを

予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、

地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、市

町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事

業」「任意事業」からなる。 

地域包括ケアシステ

ム 

介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられる

ように、医療・介護・介護予防・生活支援・住まい等の５つの分野で一体

的に受けられる支援体制のこと。 

地域包括支援センタ

ー 

地域における高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を

行うことを目的として設けられた施設。 

主な業務は、①包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相

談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業

務）、②介護予防支援、③要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握

などで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職が配置され

ている。 

地域保健医療計画 医療法の規定に基づき、都道府県が策定する計画。基本方針に即し、か

つ、地域の実情に応じて当該都道府県における医療提供体制の確保を図る

ためのもの。 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象として、食事・

入浴・排せつなどの介護、その他の日常生活を送る上で必要となるサービ

スなどや機能訓練、療養上のサービス。  

地域密着型サービス 要介護認定者等の住み慣れた地域での生活を支えるという観点から、提供

されるサービス。 

地域密着型通所介護 通所介護事業所等で提供される、食事・入浴・排せつなどの介護、その他

の日常生活を送る上で必要となる支援及び機能訓練をいう（ただし、利用

定員が 19 名未満のものに限り、認知症対応型通所介護に当たるものを除

く）。 

通所介護 

（デイサービス） 

在宅で介護を受けている人が、日帰りで施設サービスを利用すること。行

き帰りの送迎や食事、入浴、レクリエーションや機能訓練を受けることも

できる。 
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通所リハビリテーシ

ョン（デイケア） 

在宅で介護を受けている人が、日帰りで医療機関や介護老人保健施設に

て、リハビリテーションを受けること。心身の機能に低下がみられる人が

対象となる。 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しなが

ら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う。 

特定健康診査 40 歳以上 75 歳未満の人に対してメタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）の早期発見を目的として医療保険者が行う健康診査。 

特定施設入居者生活

介護 

有料老人ホーム、軽費老人ホームなどに入居している要介護認定を受けた

利用者に対して、食事・入浴・排せつ等の介護、洗濯、掃除等の家事、生

活等に関する相談及び助言、日常生活を送る上で必要となる支援を行う。 

特定福祉用具購入 福祉用具のうち、入浴や排せつの際に用いられる等、貸与にはなじまない

もの（これを「特定福祉用具」という）を購入すること。該当用具：腰掛

便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移

動用リフトのつり具の部分。 

特定保健指導 特定健康診査によりメタボリックシンドローム、あるいはその予備群であ

ることが判明した人に対して、医師・保健師・管理栄養士等が実践的なア

ドバイスを行う保健指導をいう。 

な 行 

日常生活圏域 高齢者が住み慣れた地域で生活を持続することができるようにするため、

市町村内にいくつかに設定される生活圏域。 

任意事業 地域支援事業のうち、介護給付費適正化事業、家族介護支援事業等のこ

と。 

認知症 一度獲得した知能が、後天的に脳や身体疾患を原因として慢性的に低下を

きたした状態で、社会生活、家庭生活に影響を及ぼす状態と定義されてい

る。以前は痴呆症と呼ばれていた。 

認知症ケアパス 認知症の方やその家族が安心して、できる限り住み慣れた地域で暮らし続

けることができるよう、状況に応じた適切なサービス提供の流れを示した

もの。 

認知症サポーター 「認知症サポーター養成講座」を受けた人が「認知症サポーター」とな

る。認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守る応援者とな

り自分のできる範囲で活動を行う。認知症サポーターには認知症を支援す

る目印として「オレンジリング」を付けてもらう。 

認知症対応型共同生

活介護 

認知症高齢者に対し、共同生活を営む住居において、食事・入浴・排せつ

等の介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。 

認知症対応型通所介

護 

認知症高齢者を対象に、指定された施設において、入浴や食事の提供その

他の日常生活上の支援や機能訓練を行う。 
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認知症地域支援推進

員 

地域における医療及び介護の連携強化並びに、認知症の方やその家族に対

する支援体制の強化を図る役割を担う専門職員。厚生労働省が実施する

「認知症地域支援推進員研修」を受講し、地域包括支援センター等に配置

される。 

認定率 高齢者に占める要介護等認定者の割合。 

ノーマライゼーショ

ン 

障がい者や高齢者等が、ほかの人々と等しく生きることを目指し、社会環

境を整備していく考え方。 

は 行 

徘徊高齢者 認知症などで徘徊により居場所が分からなくなっている高齢者。 

バリアフリー 高齢者・障がいのある人等が社会生活をしていく上で、物理的、社会的、

制度的、心理的な障壁、情報面での障壁等全ての障壁（バリア）を除去す

る必要があるという考え方。 

ＢＭＩ 

（ビーエムアイ） 

Body Mass Index の略。体重と身長から肥満度を表す指標。 

体重÷身長÷身長で算出される。 

ＰＤＣＡサイクル 

（ピーディーシーエ

ーサイクル） 

事業活動における成果管理を円滑に進める手法。Plan（計画）、Do（実

行）、Check（評価）、Action（改善）の４段階を繰り返し、業務を継続

的に改善していく。 

福祉用具貸与 高齢者の身体機能の変化に対応するため、福祉用具指定を受けた用具が借

りられる。車いす、特殊寝台、手すり、スロープ等。 

フレイル 加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性

疾患の併存などの影響から心身の脆弱性が出現した状態であるが、適切な

介入・支援により生活機能の維持向上が可能な状態。 

包括的支援事業 地域支援事業のうち、地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携

の推進、認知症施策の推進等。 

訪問介護（ホームヘ

ルプ） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が介護を受ける人の自宅を訪問し、日常生

活を支援する。食事・入浴・排せつの介護等。 

訪問看護 在宅で介護を受ける高齢者等に主治医の指示に基づき看護師等を派遣し、

病状の確認や医療処置を行うこと。 

訪問入浴介護 在宅にて介護を受けている人が、自宅浴室等での入浴が困難な場合に、巡

回入浴車で各家庭を訪問し、居間等での入浴及び介助を行う。 

訪問リハビリテーシ

ョン 

理学療法士、作業療法士等の専門職が居宅を訪問して行う、心身の機能の

維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーショ

ン。 

保険給付費 介護保険サービスの総費用から、利用者負担によりまかなわれる部分を除

いた、介護保険でまかなう費用。要介護者に対する介護給付、要支援者に

対する予防給付、条例により市町村が独自に実施する市町村特別給付に区

分される。 
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保険料基準額（月

額） 

事業計画期間における保険給付費、地域支援事業費等の事業費支出のう

ち、第１号被保険者保険料でまかなうべき費用（保険料収納必要額）を、

補正第１号被保険者数及び保険料予定収納率で除し、さらに 12 か月で除し

たもの。 

ま 行 

民生委員 民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関

する問題（生活上の問題、高齢者・障がい者福祉等福祉全般）についての

相談を受ける人。児童福祉法による児童委員も兼ねており、児童の福祉に

関する相談にも応じている。 

メタボリックシンド

ローム 

「生活習慣病」参照。 

モニタリング 要介護者等に対して必要な介護サービスが提供されているか、状況の変化

により新たなニーズが発生していないかなど、現状を把握し観察するこ

と。 

や 行 

夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回訪問介護サービスと、通報に応じて随時来てもらうサ

ービスを組み合わせて利用する訪問介護サービスのこと。 

ヤングケアラー 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って

いる子どものこと。 

有料老人ホーム 食事の提供、介護の提供、洗濯や掃除等の家事、健康管理のいずれかの便

宜を供与することを目的とする施設。 

ユニバーサルデザイ

ン 

障がい・能力に関わらずに利用することができる施設や製品等の設計。 

要介護認定 要支援１・２、要介護１～５の７段階にどの程度の介護を必要としている

かをランク分けしたもの。訪問調査の結果をコンピュータで判断する一次

判定と、主治医の意見書を加えて医療や福祉の専門家が判断する二次判定

の結果によって決定される。 

養護老人ホーム 環境上の理由や経済的な理由で、在宅で生活を続けることが困難な高齢者

を入所させ、養護するとともに、高齢者が自立した日常生活を営み、社会

的活動に参加するために必要な指導及び訓練、その他の援助を行うことを

目的とする施設。 

特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではなく、行政による措置施設

であり、入所の申込みは施設ではなく市町村に行う。 

予防給付 要支援１・２の対象者に実施される給付のこと。 

 

  


